
⑵　出先窓口で公文書の開示請求を受付け、公文書を直接開示する場合

出先窓口（庶務担当課） 所管課等

※１　公文書開示請求か
情報提供等の方法による
かを判断する

※２　確認等に必要があ
る場合は、所管課等の職
員が窓口にて対応する

※６　請求書受付日から
起算して15日以内に決定
する（条例第12条）

※７　不開示決定の場合
は、適宜の方法により通
知する

※８　公文書の写しの交
付による開示の場合

※９　納入通知書により徴
収する場合は、領収書の
交付は不要

備考

※３　所管課等は、必要に
応じて本庁所管課を経由
して開示の可否等をセン
ターと協議する

※４　対象公文書に第三
者の情報が記録されてい
る場合で必要があるとき

※５　第三者が開示に反
対の意見書を提出してい
る場合は、決定の日と開
示の実施日との間に少な
くとも２週間を置く
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